
○工事請負契約書の制定について（平成７年６月３０日付け建設省厚契発第２５号）（抄）
（下線部分は改正部分）

新 旧

（前金払） （前金払）
第３４条 （略） 第３４条 （略）
２～７ （略） ２～７ （略）
８ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その ８ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その
未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間につい 未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間につい
て、その日数に応じ、年２．７パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支 て、その日数に応じ、年２．８パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支
払いを請求することができる。 払いを請求することができる。

（履行遅滞の場合における損害金等） （履行遅滞の場合における損害金等）
第４５条 （略） 第４５条
２ （略） ２ （略）
３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第３２条第２項（第３８条において準 ３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第３２条第２項（第３８条において準
用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた場合において 用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた場合において
は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．７パーセントの割 は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．８パーセントの割
合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

（解除に伴う措置） （解除に伴う措置）
第４９条 （略） 第４９条 （略）
２ （略） ２ （略）
３ 第１項の場合において、第３４条（第４０条において準用する場合を含 ３ 第１項の場合において、第３４条（第４０条において準用する場合を含
む。）の規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第３７条及び第 む。）の規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第３７条及び第
４１条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前 ４１条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前
払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控 払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控
除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受 除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受
注者は、解除が第４６条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の 注者は、解除が第４６条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の
支払いの日から返還の日までの日数に応じ年２．７パーセントの割合で計算し 支払いの日から返還の日までの日数に応じ年２．８パーセントの割合で計算し
た額の利息を付した額を、解除が前２条の規定によるときにあっては、その余 た額の利息を付した額を、解除が前２条の規定によるときにあっては、その余
剰額を発注者に返還しなければならない。 剰額を発注者に返還しなければならない。

４～８ （略） ４～８ （略）



○土木設計業務等委託契約書の制定について（平成７年６月３０日付け建設省厚契発第２６号）（抄）
（下線部分は改正部分）

新 旧

（前金払） （前金払）
第３４条 （略） 第３４条 （略）
２～５ （略） ２～５ （略）
６ 発注者は、受注者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その ６ 発注者は、受注者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その
未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間につい 未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間につい
て、その日数に応じ、年２．７パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支 て、その日数に応じ、年２．８パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支
払いを請求することができる。 払いを請求することができる。
［注］ 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。 ［注］ 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。

（履行遅滞の場合における損害金等） （履行遅滞の場合における損害金等）
第４１条 （略） 第４１条 （略）
２ （略） ２ （略）
３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第３２条第２項（第３７条において準 ３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第３２条第２項（第３７条において準
用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において 用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において
は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．７パーセントの割 は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．８パーセントの割
合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

（解除に伴う措置） （解除に伴う措置）
第４６条 この契約が解除された場合において、第３４条（第３７条の３におい 第４６条 この契約が解除された場合において、第３４条（第３７条の３におい
て準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、受注者は、第 て準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、受注者は、第
４２条の規定による解除にあっては、当該前払金の額（第３７条の規定により ４２条の規定による解除にあっては、当該前払金の額（第３７条の規定により
部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を 部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を
控除した額）に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年２． 控除した額）に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年２．
７パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第４３条又は第４４条 ８パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第４３条又は第４４条
の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければなら の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければなら
ない。 ない。

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第２項の規定に ２ 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第２項の規定に
より既履行部分の引渡しが行われる場合において、第３４条（第３７条の３に より既履行部分の引渡しが行われる場合において、第３４条（第３７条の３に
おいて準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、発注者 おいて準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、発注者
は、当該前払金の額（第３７条の規定による部分引渡しがあった場合は、その は、当該前払金の額（第３７条の規定による部分引渡しがあった場合は、その
部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額）を前条第３項の規定に 部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額）を前条第３項の規定に
より定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合におい より定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合におい
て、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第４２条の規定に て、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第４２条の規定に
よる解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日 よる解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日
数に応じ年２．７パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第４３ 数に応じ年２．８パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第４３
条又は第４４条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しな 条又は第４４条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しな
ければならない。 ければならない。

３～７ （略） ３～７ （略）



○建築設計業務委託契約書の制定について（平成１０年１０月１日付け建設省厚契発第３７号）（抄）
（下線部分は改正部分）

新 旧

（前金払） （前金払）
第３４条 （略） 第３４条 （略）
２～５ （略） ２～５ （略）
６ 発注者は、受注者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その ６ 発注者は、受注者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その
未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間につい 未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間につい
て、その日数に応じ、年２．７パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支 て、その日数に応じ、年２．８パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支
払いを請求することができる。 払いを請求することができる。
［注］ 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。 ［注］ 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。

（履行遅滞の場合における損害金等） （履行遅滞の場合における損害金等）
第４１条 （略） 第４１条 （略）
２ （略） ２ （略）
３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第３２条第２項（第３７条において準 ３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第３２条第２項（第３７条において準
用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において 用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において
は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．７パーセントの割 は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．８パーセントの割
合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

（解除に伴う措置） （解除に伴う措置）
第４６条 この契約が解除された場合において、第３４条（第３７条の３におい 第４６条 この契約が解除された場合において、第３４条（第３７条の３におい
て準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、受注者は、第 て準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、受注者は、第
４２条の規定による解除にあっては、当該前払金の額（第３７条の規定により ４２条の規定による解除にあっては、当該前払金の額（第３７条の規定により
部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を 部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を
控除した額）に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年２． 控除した額）に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年２．
７パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第４３条又は第４４条 ８パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第４３条又は第４４条
の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければなら の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければなら
ない。 ない。

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第２項の規定に ２ 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第２項の規定に
より既履行部分の引渡しが行われる場合において、第３４条（第３７条の３に より既履行部分の引渡しが行われる場合において、第３４条（第３７条の３に
おいて準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、発注者 おいて準用する場合を含む。）の規定による前払金があったときは、発注者
は、当該前払金の額（第３７条の規定による部分引渡しがあった場合は、その は、当該前払金の額（第３７条の規定による部分引渡しがあった場合は、その
部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額）を前条第３項の規定に 部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額）を前条第３項の規定に
より定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合におい より定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合におい
て、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第４２条の規定に て、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第４２条の規定に
よる解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日 よる解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日
数に応じ年２．７パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第４３ 数に応じ年２．８パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第４３
条又は第４４条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しな 条又は第４４条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しな
ければならない。 ければならない。

３・４ （略） ３・４ （略）



○建築工事監理業務委託契約書の制定について（平成１３年２月１５日付け国官地第３－２号）（抄）
（下線部分は改正部分）

新 旧

（履行遅滞の場合における損害金等） （履行遅滞の場合における損害金等）
第３１条 （略） 第３１条 （略
２ （略） ２ （略）
３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第２６条第２項若しくは第２７条第５ ３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第２６条第２項若しくは第２７条第５
項の規定による業務委託料又は部分払金の支払いが遅れた場合においては、受 項の規定による業務委託料又は部分払金の支払いが遅れた場合においては、受
注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．７パーセントの割合で計 注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．８パーセントの割合で計
算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。



○発注者支援業務等委託契約書の制定について（平成２４年１月１０日付け国地契第６４号、国北予第２８号）（抄）

（下線部分は改正部分）

新 旧

（履行遅滞の場合における損害金等） （履行遅滞の場合における損害金等）

第４２条 第４２条

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第３３条第２項（第３６条において ３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第３３条第２項（第３６条において

準用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合にお 準用する場合を含む。）の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合にお

いては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．７パーセン いては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年２．８パーセン

トの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができ トの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができ

る。 る。


